
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 客 さ ま 各 位 

 

 

「たちばなの信ちゃん定期預金２０２１」規定 

 

お預け入れの「たちばなの信ちゃん定期預金２０２１」(以下「この預金」という。)につきましては、定期

性預金共通規定、自動継続自由金利型定期預金(Ｍ型)規定〔スーパー定期〕（以下「スーパー定期規定」とい

う。）、自動継続自由金利型定期預金規定〔大口定期〕（以下「大口規定」という。）及び総合口座取引規定

によりお取扱いします。ただし、次に定める事項は、以下のとおりお取扱いします。 

 

１．預入金額 

この預金のお預け入れは、一口座あたり１０万円以上とします。 

 

２．預入形態 

この預金は、定期預金通帳または証書および総合口座でのお預け入れとなります。 

なお、インターネットバンキングにて預入された場合は、通帳および証書の発行はございません。 

 

３．利率 

(1) 満期日に次に定める利率を適用します。 

・スーパー定期１年、大口定期１年 ・・・ 預入日の店頭表示利率の５倍とします。 

(2)当金庫がやむをえないものと認めて、この預金を初回満期日前に解約する場合の取扱いは、スーパー定期

規定、大口規定に準じた利率を適用します。 

 

４．利息 

(1)この預金利息は、満期解約時に預入日から満期日の前日までの日数および上記「３.利率(2)」に定める利

率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。 

(2)当金庫がやむをえないものと認めて、この預金を初回満期日前に解約する場合は、その利息は、預入日か

ら解約日の前日までの日数および上記「３.利率(3)」に定める利率によって計算し、この預金とともに支

払います。 

 

５．自動継続 

この預金は、初回満期日に前回と同一の期間の自動継続自由金利型定期預金(Ｍ型)〔スーパー定期〕、自動

継続自由金利型定期預金〔大口定期〕として自動的に継続します。継続後の利率は、継続日における当金庫の

スーパー定期、大口定期の店頭表示利率とします。 

 

６．預金担保 

この預金を担保としたご融資は、初回満期日までお取扱いできません。また、総合口座において貸越が発生

した場合は、総合口座取引規定に準じて取扱います。  

  

 

 


